
計画修繕のための調査を応援します 

マ ン シ ョ ン 計 画 修 繕 調 査 支 援 制 度 

分譲住宅の管理組合や賃貸住宅（社宅や社員寮は対象になりません。）の経営者が大

規模な修繕に計画的に対応するため、修繕の場所や時期・工事内容・所要金額等の調査

を行なったとき、その費用の一部を助成します。 

☆ 対象となる住宅 

 区内の建築後７年以上経過した耐火構造の民間マンション（分譲住宅及び賃貸住宅） 

  

☆ 助成対象項目 

  分譲住宅の共用部分または賃貸住宅の賃貸部分の調査のうち、次の項目についての調査費

です。 

(1) 屋上または屋根、バルコニー、外部廊下などの防水に関する調査 
(2) 外壁、内壁、天井、床などの壁面に関する調査 
(3) 手すり、扉、階段、配管などの鉄製品に関する調査（電気､ガス、通信、エレベーター
等の設備を含みます。） 

(4) 給水管及び排水管に関する調査（高架水槽、受水槽等を含みます。） 
 

☆ 申込資格 

※ 10 年以内に調査費の助成を受けていないこと。ただし、平成 12 年度以前に申請した住

宅は除きます。 

(1) 分譲住宅の管理組合 
① 管理組合が適正に運営されていると認められること 

② 調査の実施について、管理組合で決議されていること 

(2) 賃貸住宅の経営者 
① 管理が適正に行なわれていると認められること 

② 住民税または法人税を滞納していないこと 

☆ 申込に必要な書類 

(1) 分譲住宅の管理組合 
① 申請書（住宅課窓口で配布します）      ④ 調査実施の決議書の写 

② 調査費用の見積書の写            ⑤ 管理規約の写 

③ 管理組合の予算書及び決算書の写 

(2) 賃貸住宅の経営者 
① 申請書（住宅課窓口で配布します）      ③ 住民税または法人税納税証明書 

② 調査費用の見積書の写  

☆ 申込期限 

原則として、調査を実施する 1ヶ月前までに申請してください。 



☆ 助 成 金 額 

 

助成対象項目についての調査費用の３分の１（千円未満の端数を切捨てます。）の額を助成 

します。ただし、その額が下表の助成限度額を超えるときは、助成限度額となります。 

 

戸 数 規 模 助成限度額 戸 数 規 模 助成限度額 

６０戸以下 2 1 9 , 0 0 0 円 ２０１戸～３００戸 5 2 0 , 0 0 0 円 

６１～９０戸 2 8 2 , 0 0 0 円 ３０１戸～４００戸 6 2 4 , 0 0 0 円 

９１～１２０戸 2 8 7 , 0 0 0 円 ４０１戸～５００戸 7 0 9 , 0 0 0 円 

１２１～２００戸 3 8 8 , 0 0 0 円 ５０１戸以上 7 9 3 , 0 0 0 円 

  ※ 調査費用には消費税額を含みます。 

 

 

☆ 申込から助成金の支払まで 

申込⇒助成決定⇒調査実施⇒完了報告・助成金請求⇒交付決定⇒支払 

(1) 調査は、調査項目に関する専門知識を持つ業者に委託し、調査結果、修繕の方法、所要

金額等についての報告を受け、修繕計画策定に活用してください。 

(2) 完了報告には、次の書類を提出してください。 

① 完了報告書（助成決定の際に送付します。） 

② 調査報告書（調査を実施業者が作成したもの）の写 

③ 調査業者からの調査費の請求書及び領収書の写 

④ 調査費を支払ったことが証明できる預金通帳等の写 

 

【関連制度】 

☆ マンション共用部分リフォーム支援・利子補給制度(江東区) 

 区内の民間分譲住宅の管理組合または区分所有者及び民間賃貸住宅の経営者で、住宅金融

支援機構の｢マンション共用部リフォームローン｣、｢賃貸住宅リフォームローン｣の融資を受

けた場合に、融資金利の１％(耐震改修工事の場合は１．５％)に相当する額を５年間を限度

に助成（利子補給）する制度です。東京都のマンション改良工事助成も合わせて利用できま

す。 

 

 

 

【担  当】 

 都市整備部 住宅課 住宅指導係 電話 ３６４７-９４７３ 

  〒１３５-８３８３ 江東区東陽４-１１-２８ 江東区役所５階１番窓口 

 


